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研究成果の概要：フランスでは学校が自律的経営体に変貌し、成果をあげていくことを狙って

「学校教育計画」政策が導入され、地方教育行政当局の学校支援がそこにおいて一定の役割を

果たしていたが、2000 年以降に行政全体に導入された成果主義は、学校総体としての教育成

果を客観的な指標によって示して不断の改善を図り成果向上を目指すことを要請し、その

結果、学校自治理念の転換が図られ、大学区当局との関係も新段階に入ったことを明らか

にした。 
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１．研究開始当初の背景 

 フランスでは 1980 年代後半以降、旧来の
官僚主義的教育行政から脱皮して各学校が
主体的に学校の内部改革を行うことによっ
て教育の質的改善を図っていく、という学校
の自律化を柱とした地方分権化政策が進め
られている。これは NPM 理論に基づき学校査
察という外部評価を中心とした学校改善戦
略をとるアングロサクソン型とは明確に区
別されるモデルとして注目されるが、伝統的
に経営能力を欠いていた学校組織が自律的
な学校改善を行うことは困難を極めていた。  
 ところが 2000 年以降は地方教育行政機関

である大学区視学局が学校支援体制を拡充
させ、さらには校長・視学官の職能向上策が
推進されている。これらの実態を明らかにす
ることによって、学校の自律化と教育の質的
向上がいかなる関係性を持ちながら進展し
ているか、またそこにおいて中央・地方の教
育行政当局がどのように有効に機能してい
るかを検討し、フランス独自の教育改善モデ
ルを見出したいというのが当初の問題意識
であった。 

 

２．研究の目的 

（１）大学区視学局は、国民教育省の出先機
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関として、伝統的に当該区の教育事務をつか
さどるとともに教員評価を主たる任務とし
てきたが、1989 年の全学校への「学校教育
計画」策定義務化措置以来、同計画の原案の
審査と予算措置、ならびに同計画の達成度評
価に主たる任務を移している。さらに 2002

年度からは学校の経営能力を補強するため
に各学校の「ミッション」を校長との協議の
もとに作成して重点的に実施させその達成
状況を評価している。こうした視学局の評
価・支援行為の効果と学校の自律性確立との
影響関係、さらには教育の成果向上との関係
を明らかにすることを目指す。 

（２）フランスにおける学校評価・学校改善
活動は、校長の学校経営上の権限と責任を強
化していく方向で進められており、校長の経
営能力やリーダーシップ向上が喫緊の課題
となっている。また近年進められている校長
との協働によって学校支援を行う大学区視
学官の専門性向上が新たな課題となってい
る。そこでこうした課題に対してどのような
施策がとられ、如何なる効果を挙げているか
を明らかにする。 

（３）2001 年 8 月に成立した「予算組織法」
が定めた新しい予算編成方式と政策評価制
度に基づいて全公共政策が業績達成度評価
型の政策評価を受けることになり、公共経営
は、従来の＜規範とルールによる管理＞から
＜目標と成果による管理＞への完全移行が
図られることになった。この制度は平等で均
質なフランスの学校教育に成果向上を競い
合う環境を創出することを意味しており、極
めて大きな影響力を持つ。そこで、学校自治
を基盤とし、中央・地方の教育行政当局によ
って支援を受けながら展開してきた恒常的
学校改善サイクルがこの予算組織法施行以
後、市場原理と業績主義をどの程度取り込み、
その原理と構造を転換させようとしている
のか、について明らかにする。 

 

３．研究の方法 

大きく以下の 2つの方法でアプローチする。 

（１）理論研究・・・フランスの伝統的行政
様式である＜規範とルールによる管理＞、
NPM 理論の影響による＜目標と成果による
管理＞の枠組みを用いながら学校改善サイ
クルに関する理論を主に文献から検討する。
合わせて、市場主義、成果主義の公教育理念
への影響関係を理論的に研究する。 

（２）比較検討のための調査・・・地方視学
と学校管理職の力量について日本の現状と
比較検討するために、広島市教育委員会事務
局に行き、指導主事（企画担当）からヒヤリ
ング調査を行った。広島市は学校評価政策の
企画立案と実施において指導主事が主導的
役割を果たしており、その実態と、その力量
育成のための具体策について調査した。 

（３）現地インタビュー調査・・・2008 年
11 月にフランス・パリにおいて国民教育省
視学官から聞き取り調査を行った。現下の
教育改革に関するレビューと、特に LOLF

を巡る教育界での言説に関して聞き取りを
行った。 

 

４．研究成果 
（１）学校の自律性のロジック－そのフラ
ンス的特質 
教育行政当局が有する裁量権を学校に委

譲し、各学校が自主的・自律的に学校作り
を行っていくというのは 1980 年代以降の
先進諸国に共通の動向であるが、フランス
の独自性として次の点が明らかになった。
イギリスではサッチャー政権下の 80 年代
末に学校の予算運用や教職員人事を基本的
に学校の裁量とする LMS（Local Management 
of Schools,自主的学校経営）が推進され、
学校選択制と連動させて徹底した教育の市
場 化 が 図 ら れ て い る 。 ア メ リ カ の
SBM(School based Management)も同趣旨の
新しい学校経営スタイルである。 
フランスにおいても学校の自律化と成果

向上がめざされているが、イギリスの学校
はより多くの顧客（児童・生徒）を惹きつ
けるために質の高い魅力ある教育の提供を
行うことが使命となっており、結果として
学校は競争環境に置かれ市場原理がその根
本原理となっている。対してフランスでは、
質の高い教育提供の責任を負う相手は教育
行政当局である。両国とも、国のスタンダ
ードの枠組みの中で各学校が自律的に教育
成果をあげることがめざされているが、結
果責任の対象がイギリスでは親に代表され
るユーザーであるのに対し、フランスでは
教育行政当局（大学区ならびに県視学局）
である。この違いは両国の政治理念の相違
に由来しており、公教育の市場原理との親
和性の度合いの差を端的に表しているとい
える。 
 また、学校の自治権限に関しては、地方
分権化改革において「教育は国の事務」と
いう原則が再確認され、予算・人事権も国
が保持し続けているので学校に委譲された
権限はごくわずかである。Eurydice（ヨー
ロッパ教育情報ネットワーク）の調査によ
れば、ヨーロッパ諸国の中で学校自治権限
が大きいのはイギリス、ベルギー、オラン
ダ、イタリア、ハンガリー、北欧諸国であ
り、逆に自治権限がほとんどないのがギリ
シャ、キプロス、ルクセンブルグである。
フランスはイタリア、アイルランドと並ん
でその中間的位置にあるとされている。フ
ランスの学校の自治権限は、1983年に中等
学校が「地方公施設法人 EPLE」として法人
格を得た際に中等学校のみに定められ、学



 

 

級編制と授業時間の編成、自由裁量時間の
使用法等が教育・教授上の自治として認め
られている。自由裁量時間は「総授業時間
割当方式」（DHG,Dotation horaire 
globalisée）で算定されており、この時間
は支援活動（soutien）や尐人数指導のため
の分割クラスの指導に充てたり、リセでは
この他、選択科目の開設を行ったりしてい
る。別に財政的自治も保障されており、地
方公共団体やアソシアシオンからの補助金
獲得も認められているが、学校予算につい
ての裁量はごくわずかである。 
（２）「学校教育計画」と学校評価システム
の停滞 

学校裁量の余地が尐ない中にあって、学
校が自ら計画を練り、工夫を凝らして教育
活動を実施して成果をあげていくことを期
待して導入されたのが「学校教育計画」で
あった。しかし、長らく中央統制型の学校
管理体制を敷いていた学校が自律的経営体
に変貌し、かつ成果をあげていくというの
は容易なことでなく、法制度開始後間もな
く現場の理解と定着が得られず首尾よく進
んでいないことが問題とされ、その停滞ぶ
りが明らかになっていった。「学校教育計
画」が共同決定されているところは尐なく、
内容も断片的計画の寄せ集めで構造化され
ておらず、またそれらが実行に移される割
合は尐ないこと、組織内部の連携や共同作
業のダイナニズムを欠き、活動計画の羅列
に過ぎないものがほとんどであること、そ
のためマネジメント・サイクルに不可欠な
評価と継続性が欠落していることなどが共
通に指摘されている。評価結果をフィ－ド
バックして授業や組織の改善に継続的に取
り組んでいくという、自己変革機能を有す
る学校に変革することの困難性が改めて浮
き彫りになった。 

以上のことは、フランスにおける学校評
価の現状に典型的に現れている。近年多く
の国で学校評価システムが立ち上げられ、
学校改善や教育の質の向上のために学校自
己評価のみならず外部評価も活発に実施さ
れているが、フランスでは伝統的に評価文
化が国民の間に根付いていないことが強く
影響して、国レベルで学校評価を統一的シ
ステムとして制度化するに至っていない。
自己評価に関しては、上記のように「学校
教育計画」に組み込まれる形で導入された
のであるが、現場ではほとんど実施されず、
外部評価についても幾つかの大学区で自主
的に実施されたものの、手間と時間と費用
が膨大にかかり、学校側に外部評価の結果
を生かすという伝統がないことから全国的
な広がりをみせていない。こうした学校評
価の消極性は英米系諸国と対照的であるが、
フランスでは視学官制度が部分的に学校の

第三者評価の役割を担っており、これを抜
本的に改変するという考えは今のところみ
られない。むしろ焦点は、各学校の改善を
促進させるための自己評価はどうあるべき
か、という点に置かれており、外部評価も
その支援という捉え方がなされている。こ
こで改めて「学校教育計画」の実効化が課
題視されてくるのであるが、これを具体的
に動かしたのは国レベルでの成果主義導入
政策であった。 
（３）成果主義の台頭と教育行政の機能変
容 
公共政策全領域にわたって業績達成度評

価を受けることになった新体制の下で公教
育は、英米にみられるような競争原理や市
場原理をストレートに教育に持ち込む方向
性は採っていないものの、学校毎の業績が
これまで以上に重視され、学校の自律性と
責任の拡大という近年のテーマも業績主義
の立場から見直しを迫られていることが明
らかになった。教育界への成果主義と目標
管理の手法の正式な導入は「学校教育計
画」の刷新という形で具体化され、2005
年に制定された「学校基本計画法」（フィ
ヨン法）の「学校教育計画」関連条項に
以下の事項が新たに盛り込まれた（第 34
条）。 
 ①計画の学習指導に関わる部分に関して
は、幼稚園・小学校にあっては学習指導チ
ームの、中等学校にあっては学習指導委員
会の提案に基づいて採択する。 
②計画には、すべての子どもの成功を保

障するため、及びそのための父母の参加を
目的に実行される方策と手段を定める。同
時に成果の評価方法を定めなければならな
い。 
③大学区当局の事前許可を得て、教科教

育、学際的活動、学習指導組織、関係者と
の協力等に関する５年以内の「実験」を定
めることができる。 
さらに、LOLF 制度における年次成果計

画（PAP）に記載されるプログラムとその
各々の目標に関する各校個別の実行方法を
定めることも義務付けられた。これは、国
の目標と事業実施機関である学校の目標の
連鎖、ならびに各レベルにおける評価の徹
底によって確実な目標達成を目指すという
目標管理手法の適用である。加えて、LOLF
が導入した「目標契約」(contrat d’objectif)
という仕組みが学校に取り入れられること
になった。これは国が定めたプログラムの
目標達成に向けて当局と事業単位（UO）
が契約を締結して、その契約に業績指標と
経費分析を盛り込むものであり、学校基本
計画法は、学校と大学区当局の間で締結す
る目標契約の決定を管理評議会の新しい権
限とした。上の「実験」と同様、学校が自



 

 

律的に教育成果向上のための実践を重ねて
いくことを奨励しており、こうして、フラ
ンスの学校はこれまで以上に教育の成果向
上に取り組み実績をあげることが要請され
るようになった。 

ここで注目すべきは、上記①②の新規定
にみられるように、児童生徒の学業面での
成果向上にシフトした形で「学校教育計画」
が再定義されている点である。そのベース
には、従来の伝統的な教授活動のあり方に
限界を見てとり、その転換を狙うという大
胆な思惑がある。すなわち、フランスにお
いては教師の教授上の自由が確固たるもの
として存在しており、そのために教育実践
の内容・方法や成果についての検証ないし
は改善を行う慣行がなく、このことが学校
自治と教師の教育の自治とを分断させてき
たと言われてきた。その結果、学校自治推
進の中核である「学校教育計画」が教授活
動を軸に展開させることができず、教師も
またこれに関心を示さない、という悪循環
が生じていたのである。さらにまた、こう
した慣行からは、教授活動の結果に学校と
して責任を持つことはかなり困難なことだ
ったのである。成果主義の導入は、教師一
人ひとりの教育活動が自己完結し結果の良
し悪しを問われない、という伝統的スタイ
ルからの脱皮を促し、学校総体としての教
育成果を客観的な指標によって示し、不断
の改善を図り、更なる質的向上を図ってい
くことを各学校に求めているのである。今
回の改正は、「学校教育計画」がそのための
新たな準拠枠となり、大学区当局がこれに
責任を持つ体制の構築を意味していた。そ
こでは、教師の教育の自由を尊重しつつ、
学校が自律的経営主体となって成果をあげ
ていくためのツールとしての「学校教育計
画」に大きな期待が寄せられている。 
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